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【表紙】



１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　2022年６月29日付で金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の

２に基づき、定時株主総会における議決権行使の結果に関する臨時報告書を提出いたしましたが、一部に訂正すべき事

項がありましたので、金融商品取引法第24条の５第５項に基づき、臨時報告書の訂正報告書を提出いたします。

２【訂正事項】

２ 報告内容

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 9,822,505 11,220 0 99.81 可決

第２号議案

井上亮 9,537,590 298,185 0 96.91 可決

入江修二 9,734,663 77,498 23,617 98.92 可決

松﨑悟 9,660,897 65,386 23,617 98.17 可決

鈴木喜輝 9,747,019 65,142 23,617 99.04 可決

スタン・コヤナギ 9,747,074 65,087 23,617 99.04 可決

マイケル・クスマノ 9,797,725 38,055 0 99.56 可決

秋山咲恵 9,577,094 199,387 59,295 97.31 可決

渡辺博史 9,668,746 167,032 0 98.25 可決

関根愛子 9,714,140 68,008 53,632 98.71 可決

程近智 9,797,674 38,106 0 99.56 可決

柳川範之 9,819,221 16,558 0 99.77 可決

３【訂正内容】

訂正箇所は下線を付して表示しております。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並び

に当該決議の結果

（訂正前）

（注）議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の３分の２以上の賛成が得られること。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の過半数の賛成が得られること。
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決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 賛成率（％） 決議結果

第１号議案 9,822,505 11,220 0 99.81 可決

第２号議案

井上亮 9,537,590 298,185 0 96.91 可決

入江修二 9,734,663 77,498 23,617 98.92 可決

松﨑悟 9,746,775 65,386 23,617 99.04 可決

鈴木喜輝 9,747,019 65,142 23,617 99.04 可決

スタン・コヤナギ 9,747,074 65,087 23,617 99.04 可決

マイケル・クスマノ 9,797,725 38,055 0 99.56 可決

秋山咲恵 9,577,094 199,387 59,295 97.31 可決

渡辺博史 9,668,746 167,032 0 98.25 可決

関根愛子 9,714,140 68,008 53,632 98.71 可決

程近智 9,797,674 38,106 0 99.56 可決

柳川範之 9,819,221 16,558 0 99.77 可決

　（訂正後）

（注）議案の可決要件は次のとおりです。

・第１号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の３分の２以上の賛成が得られること。

・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該

株主の議決権の過半数の賛成が得られること。
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